
平成３０年３月２２日 教育委員会会議録

１ 日 時  平成３０年３月２２日(木) 午後３時００分～午後３時４６分 

２ 場 所  １０階 １００２会議室 

３ 出席委員  荒澤賢雄教育長、須賀まり子委員、無着道子委員、白鳥樹一郎委員、 

中村篤委員 

４ 出 席 者  阿部謙一教育部長、高橋勇管理課長、土田亮一管理課施設整備室長、

鈴木一尋学校教育課長、國井康彦社会教育青少年課長、 

石川一幸スポーツ保健課長、中村光男少年自然の家所長、 

宇治川元司図書館長、金沢祐子学校給食センター所長、 

浅川かおり学校給食センター栄養管理室長、 

井関滋夫商業高等学校校長、後藤仁商業高等学校事務長、 

事務局（管理課職員） 

会議次第

１ 開 会

２ 前回会議録承認

３ 議   案

   議案第１１号  平成３０年度教育委員会各所属の運営方針について

   議案第１２号  平成３０年度山形市立商業高等学校運営方針について

   議案第１３号  山形市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

   議案第１４号  山形市教育委員会の事務部局の職員の職の設置に関する規則の一

部改正について

   議案第１５号  山形市公民館長の委嘱について

   議案第１６号  山形市少年自然の家運営協議会委員の委嘱について

   議案第１７号  山形市立商業高等学校管理運営規則の改正について

４ 報 告 事 項

 （１）平成３０年度「山形市教員研修計画」の策定について

５ 日 程 等

 （１）教育委員の日程について

 （２）教育委員会主催（共催）の行事予定について

６ そ の 他  

７ 閉 会

会議録

１ 開 会  教育長

２ 前回会議録承認

３ 議 案 
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教育長･･･それでは議事に入る。議案第１２号「平成３０年度山形市立商業高等学校

運営方針について」事務局から説明をお願いする。

＜商業高等学校校長から、資料に基づき説明＞

教育長･･･ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは議案第１２号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

＜商業高等学校校長退席＞

教育長･･･次に、議案第１１号「平成３０年度教育委員会各所属の運営方針について」

事務局から説明をお願いする。

 ＜２月の教育懇談会で案を示し、各委員から意見をいただいたものを反映し、管

理課で集約した原案について、管理課長から、資料に基づき説明＞

教育長･･･ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

委員･･･運営方針９ページ（６）いのちの教育の充実、（７）生徒指導・教育相談体

制の充実といった内容は、教員が生徒に指導を行う際に、意識する点ではないか。

教育委員会各所属の運営方針に記載すべき内容ではないのではないか。

学校教育課長･･･学校での指導についての内容も含め、これまで通りの形式で良いの

ではないかと考える。

委員･･･課の業務内容と学校の業務内容が運営方針として同様に取り扱われている

ことに違和感がある。今後、検討していただきたい。

教育長･･･文末表現等、今後検討していきたい。

委員･･･運営方針１７ページに「２つの公民館と社会教育青少年課がチームを組み

…」とあるが、「２つの公民館」とはどういう意味か。

教育部長･･･６つの学習テーマごとにメインとサブの公民館がチームを組んでいる。

それを「２つの公民館」と表現している。誤解がないよう表現を工夫したい。

委員･･･学校・地域との連携協働事業【新規】とあるが、これまで記載がなく、【新

規】となっているのか。
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社会教育青少年課長･･･おっしゃる通りである。国の方針を踏まえ、今回新しく記載

した。

委員･･･小学校と公民館が連携して毎年行われている事業や地域と連携した勉強会

などが、該当する事業という認識でよいか。

社会教育青少年課長…委員のおっしゃる内容も含まれる。「学校との連携」と記載が

あるように、これまで以上に連携協働事業を充実させたいと考える。

教育長･･･他にご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは、議案第１１号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

教育長･･･次に、議案第１３号「山形市教育委員会事務局組織規則の一部改正につい

て」事務局から説明をお願いする。

＜管理課長から、資料に基づき説明＞

教育長…ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは、議案第１３号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

教育長･･･次に、議案第１４号「山形市教育委員会の事務部局の職員の職の設置に関

する規則の一部改正について」事務局から説明をお願いする。

 ＜管理課長から、資料に基づき説明＞

教育長･･･ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

委員･･･係長が増えることで職員の人数が増えるという認識で良いか。

商業高等学校事務長･･･平成２８年度まで事務長を含め７人体制の組織であった。校

舎改築事業や創立記念式典準備業務等で事務量が増加したことから平成２９年度の

４月に１名、１０月に１名の増員があった。平成３０年度より事務局の体制の強化
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を図る目的で係体制を敷くこととなっている。

教育長･･･他にご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは、議案第１４号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

教育長･･･次に、議案第１５号「山形市公民館長の委嘱について」事務局から説明を

お願いする。

＜社会教育青少年課長から、資料に基づき説明＞

教育長…ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは議案第１５号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

教育長･･･次に、議案第１６号「山形市少年自然の家運営協議会委員の委嘱について」

事務局から説明をお願いする。

＜少年自然の家所長から、資料に基づき説明＞

教育長･･･ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは議案第１６号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

教育長･･･次に、議案第１７号「山形市立商業高等学校管理運営規則の改正について」

事務局から説明をお願いする。

＜商業高等学校事務長から、資料に基づき説明＞ 
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教育長･･･ただ今の説明について、ご意見、ご質問はないか。

＜各委員より「なし」の声＞

教育長･･･それでは議案第１７号について、原案のとおり承認してよろしいか。

＜各委員より「はい」の声＞

＜原案のとおり承認＞

４ 報告事項

教育長･･･次に報告事項に入ります。（１）平成３０年度「山形市教員研修計画」の

策定について 報告をお願いします。

学校教育課長から、平成３０年度「山形市教員研修計画」の策定について報告があ

った。

教育長･･･ただ今の報告について、ご意見、ご質問はありませんか。

委員･･･１１ページの項目が細かく、わかりづらいのではないか。中核となる部分を

コンパクトにまとめることで活用しやすいのではないか。

学校教育課長･･･ご指摘のとおりである。県の動向を踏まえながら、委員の意見も取

り入れていきたい。

５ その他

教育長･･･委員の皆様より、その他ご意見等はないか。

委員･･･現在の会議録では、教育委員会会議で形式的に議決が行われた結果が記載さ

れている状態で、懇談会といった会議以外の場で活発に意見交換があったことが記

録に残っていない。特に２月１５日開催の教育委員会会議の「議案第４号 山形市

教育振興基本計画の策定について」は、教育委員会で長い期間を費やし策定に向け

て活動してきたが、会議録中ではその経過が見えない状態であった。教育委員会の

活動が形骸化していると誤解を招かないよう、教育委員会会議で取り扱う内容と懇

談会で取り扱う内容の区別の基準を明確にし、議決事項に関しても、教育委員会会

議以外での意見交換の過程を会議録上で表す工夫が必要であると考える。
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管理課長･･･現在、議決事項については、教育委員会会議で取扱い、会議を公開せず

に自由な意見交換を行う場として教育懇談会を設けている。会議録については、教

育懇談会において、様々な議論を経てきた等、議決に至るまでの経過が伝わるよう

表し方を工夫していきたい。

教育長･･･事務局より、その他ご意見等はないか。

社会教育青少年課長･･･委員より運営方針内の「２つの公民館」という言葉について

質問があったが、わかりにくい表現になっているため「２つの」を削除し、「公民館

と社会教育青少年課がチームを組み…」としたい。また、学校・地域との連携協働

事業について補足をさせていただきたい。事業の内容としては、公民館、学校、地

域が連携して、子ども育成事業を行っていくというもので、国の方針に基づいた内

容になっている。

６ 日程等

 ＜管理課長から、資料に基づき説明＞

７ 閉会  教育長


